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〈要　約〉

　日本はエネルギー自給率の極めて低い「資源小国」であるが、1970年代の石油ショック以来、世界最高水準の省エネルギー

技術を兼ね備えた経済システムを構築してきた。エネルギー資源の効率的な利用や安定的な石油備蓄を含む、エネルギー需

給構造の改善により、今日、短・中期的には国際環境の変化によってエネルギー安全保障が脅かされる可能性は低下してい

る。しかし長期的な観点からすると、日本のエネルギー安全保障は国際的要因に対する潜在的脆弱性を抱え続けている。そ

れを克服する鍵の１つは、例えば省エネ技術等の伝播によって有効な資源利用を促進し、国際エネルギー市場の安定化を通

じた自国への波及効果を図ることである。

　2007年３月、経済産業省は『エネルギー基本計画』の改訂版を発表した。同計画では、需給に関する施策として、a）省

エネルギー政策の推進と資源節約型の経済・社会構造の形成、b）多様なエネルギーの開発、導入及び利用、c）石油の安

定供給等に向けた戦略的・総合的取組の強化、d）エネルギー・環境分野における国際協力の推進－が含まれている。

　『エネルギー基本計画』の準備段階で発表された『新・国家エネルギー戦略』（2006年５月）には、具体的な目標値を含む

a）省エネルギーフロントランナー計画、b）運輸エネルギーの次世代化計画、c）新エネルギーイノベーション計画、d）

原子力立国計画、e）総合資源確保戦略、f）アジア・エネルギー環境協力戦略、g）緊急時対応策の充実－が掲げられた。

　今日、アジア太平洋地域においてエネルギー協力を目指した２国間及び多国間枠組が重層的に構築されつつある。日本は

中国、インド、米国等とのエネルギー協力関係を強化しつつある。消費国サイドが連携する必要性に関する共通認識は、５

カ国エネルギー大臣会合（日本、米国、中国、韓国、インド）や東アジア・サミット等の多国間枠組の強化を促しつつある

と言えよう。

　エネルギー問題は、元来、国家安全保障の核心の１つであるため対立しやすいイシューであるにも係わらず、逆説的なこ

とに、まさにアジア太平洋における国際協力のチャンスを提供しつつある。米国が同地域のエネルギー安全保障問題への積

極的関与を強めていることは、日本と中国という東アジアの２大国の潜在的対立の悪化を緩和する役割を果している。他方、

ロシアがエネルギーを「外交上の武器」として展開していることは、アジア太平洋における消費国間の政策協調に向けた１

つのチャンスを提供していると解釈し得よう。
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はじめに

　今日、経済の急成長を続ける中国やインドを含むアジア

を中心に世界のエネルギー消費量が拡大しており、資源獲

得競争が激化しつつある。他方、供給国サイドでは「資源

ナショナリズム」の高揚を背景として天然資源の国家管理

強化や上流部門への外資参入規制といった傾向が強まって

おり、原油をはじめとするエネルギー価格が高騰しつつあ

る。消費国サイドは、これらの事象を背景として、エネル
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ギー資源の安定供給を確保するための対策の見直しを迫ら

れている。

　「資源外交」は、21世紀初頭の国際関係を理解する上で

のキーワードの１つとなった。但し、需給両サイドにとり、

その意味は全く異なる。供給国の立場からすると、国際エ

ネルギー市場における需給の逼迫に乗じて資源を出来るだ

け高価に販売したり、消費市場の拡大・確保を目指すとい

う点にとどまらず、一部の資源国にとっては消費国に対し、

「供給途絶」の心理的不安感を煽ることを目指した「資源

カード」を切ることで政治的プレゼンスの拡大を追求する

ことが「資源外交」となっている。

　他方、消費国の立場からすると、物理的に有限な資源の

供給ルートを安定的に確保することが「資源外交」となる。

但し、経済的に合理的な手段で確保するのか、それとも政

治的判断でビジネス上の採算性を度外視してまでがむしゃ

らに買い漁りに行くのか、その実態は大きく異なる。前者

の場合、消費国間および消費国・供給国間の対話促進がそ

の前提となる。反対に、後者の場合、供給国は高笑いが止

まらないだろう。

　原油の99％を輸入に依存する日本は、エネルギー自給率

が４％（原子力を含んでも18％）と非常に低い。日本経済

は、エネルギー供給を巡る外的環境の変化に対し、潜在的

な脆弱性が高い。つまりエネルギー自給率の極めて低い日

本が「資源小国」であることは論を待たない。しかしなが

ら、果たして「資源小国」イコール「エネルギー小国」な

のであろうか。もし有限な資源の効率的利用や天然資源の

供給状況への脆弱性を克服し得る経済システムを構築する

知恵とノウハウがあるのであれば、ある意味、「エネルギー

大国」とも言い得る。また、その分、蓄積された経験や技

術を活かすことで国際エネルギー市場の安定に寄与する、

良い意味での「資源外交（又はエネルギー外交）」を展開

する余地が生まれる。

　1970年代のオイルショック以降の日本では、国内エネル

ギー需給構造が大きく変化した。日本は世界に誇る省エネ

ルギー技術や約半年分の石油備蓄を兼ね備えるようにな

り、短・中期的には国際的要因によってエネルギー安全保

障が大きく脅かされる可能性が低下した。『2007年エネル

ギー白書』から、それを証明する基本指標を拾ってみよう。

　原油価格（アラビアンライト）は、第１次オイルショッ

クの時は3.0ドル（1973年９月）から11.7ドル（1974年１月）

と3.9倍、第２次オイルショックの時は12.1ドル（1978年12

月）から34ドル（1981年10月）と2.7倍、最近では25.2ドル

（2002年７月）から69.9ドル（2006年７月）と2.8倍を記録

した1。

　ところが、過去２回の石油ショックと比較した場合、日

本経済は確実に国際エネルギー市場の変化に対する耐性を

強化してきた。実質経済成長率は、第１次石油ショックの

時は6.6％（1971～73年度平均）から2.5％（1974～76年度

平均）、第２次石油ショックの時は5.0％（1977～79年度平

均）から2.6％（1980～1982年度平均）と落ち込んだが、

最近では0.9％（2001～2003年度平均）から1.6％（2004～

2005年度平均）とポイントが上昇している2。

　消費者物価も非常に安定しており、第１次石油ショック

時に21％上昇（1974年度）、第２次石油ショック時に7.6％

上昇（1980年度）したのに対し、2005年度は▲0.1％であっ

た。

　貿易収支（名目値）についても、1974年に1.9兆円の赤字、

1980年に2.6兆円の赤字を記録したのに対し、2005年は8.7

兆円の黒字を維持している。

　原油輸入額増の対GDP比率を見てみると、第１次・第

２次石油ショック時に、各々2.8％（1974年度）、1.8％（1980

年度）であったのに比べ、2005年度は0.7％に止まってい

る3。原油価格の日本経済へのインパクトが低減した背景

には、エネルギー消費原単位の低下（省エネ推進の効果）、

石油依存度の低減及び円高の進展があった。1973年度から

2005年度にかけて、エネルギー消費原単位は約35％改善、

石油依存度は28ポイント低下している。

　日本は、1975年に「石油備蓄法」を制定し、民間石油会

社に石油の備蓄を義務づけ、1978年には国家備蓄も法制化

され、2006年時点で90日分の国家備蓄と78日分の民間備蓄、

合計168日分の石油備蓄を保持している4。

　さらに、2005年３月に経済産業省が発表した『2030年の

エネルギー需給展望』によれば、日本のエネルギー需要は

人口減少や経済・社会構造の変化の結果、近未来に頭打ち

になり、自然体で2021年度、経済成長が高成長の場合でも

2030年までにその時期が来ると予測されている5。

　以上のように、資源小国である日本は自助努力によって

国際的要因に対して耐性の強いエネルギー構造を構築して

1 『エネルギー白書2007年』（経済産業省）、４頁。
2 同書、８頁。
3 同書、11頁。
4 同書、345～346頁。
5 『2030年のエネルギー需給展望』（総合資源エネルギー調査会、2005年３月）、82頁。
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きたが、長期的
4 4 4

なエネルギー安全保障を確保するためには、

やはりエネルギーに関する国際環境の整備が必要となって

くる。そこで今日、グローバルな次元、特にアジア太平洋

地域内における多国間協力の枠組を構築することが焦眉の

課題となりつつある。

　本稿では、まず、日本が最近の国内外エネルギー情勢の

変化をどのように受け止め、またどのような方向性を示そ

うとしているのか、2006～2007年に発表された政府の公式

文書の要点を基本的に抜粋しながら
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

概観する6。次に、日

本を含む消費国間におけるエネルギー国際協力の枠組（２

国間・多国間）の形成状況を把握する。最後に、これら最

近の動向に加え、アジア太平洋におけるエネルギー安全保

障に対し将来的に影響を与え得る米国の役割および巨大産

油・産ガス国ロシアとの関係に触れたい。

１. 日本のエネルギー安全保障政策と施策

⑴　『エネルギー基本計画』

A. 背景

　2007年３月、経済産業省は『エネルギー基本計画』の改

訂版を発表した。同計画は、「安定供給の確保」、「環境へ

の適合」、「市場原理の活用」の３本柱を基本方針としてエ

ネルギー需給に関する政策を定めることを謳った「エネル

ギー政策基本法」（2002年６月制定）に基づき、当初2003

年10月に発表された旧版『エネルギー基本計画』をベース

として、その後の国内外におけるエネルギー情勢の変化を

踏まえて改訂したものである。また、今回改訂された『エ

ネルギー基本計画』は、2030年までの重点的施策を纏めた

『新・国家エネルギー戦略』（2006年５月発表）を踏まえた

ものである。尚、後者の文書には具体的な目標値（但し、

法的拘束力をもたない）が明記されているので、次項でそ

の概要を抽出する。

B. ３つの基本方針7

安定供給の確保

⒜　現状認識

　 　 成長著しいアジア地域を中心に世界のエネルギー需

要は今後も増加傾向が続くことが予想される。

　 　 今後、世界的に中東地域への石油依存度が高まる可

能性がある一方、同地域はテロや紛争など不安定な

要素含みである。

　 　 石油価格の高騰を背景に、石油等エネルギー資源の

獲得に向けた各国の動きが活発化しつつある。

　 　 資源産出国では、天然資源の国家管理や上流開発へ

の外資導入規制の強化といった傾向が見られる。

　 　 原子力発電は、供給安定性や発電過程で二酸化炭素

を排出しないという特性があるため、米国や欧州で

推進する動きが見られる一方、電力需要が急増する

中国やインドでも原子力発電所建設に向けた動きが

進展しつつある。

　 　 以上のような情勢のもと、エネルギー供給上のリス

ク低減や安定供給の確保が従来以上に重要な課題と

なっている。

⒝　基本方針

　 　 民生、運輸、産業すべての分野において新技術の導

入や省エネルギー努力を促進するための環境整備を

行う。出来る限り効用を変えず、最大限のエネルギー

消費量抑制を図り、世界最先端の省エネルギー社会

の構築を目指す。

　 　 供給途絶リスクの小さいエネルギーを中心に、エネ

ルギー源の多様化を図る。原子力を将来にわたる基

幹電源と位置づけ、核燃料サイクルを含め着実に推

進する一方、新エネルギー等の開発・導入・利用も

推進する。

　 　 石油・石炭・天然ガス・ウラン等の安定供給確保を

目指し、資源産出国との総合的な関係強化や資源開

発企業に対する支援の強化を通じた自主開発の推

進、石油の供給源の多様化、国際競争力を有するエ

ネルギー企業の育成等の施策を官民一体で戦略的・

総合的に推進する。

　 　 中東からの輸入依存度の高い石油とLPガスについ

て、国内で適正な備蓄水準を確保することに加え、

備蓄制度の更なる機能強化など緊急時対応策の充実

化を図る。

　 　 国内において、需要に見合った信頼性の高い安定し

たエネルギー供給システムを着実に構築すること。

環境への適合

⒜　現状認識

　 　 日本において、温室効果ガスの約９割がエネルギー

起源の二酸化炭素である以上、エネルギー需給政策

を考える上で、地球温暖化防止という視点が極めて

6 しかしながら、読み易さを図るために、必要に応じて所々、エッセンスを変えない範囲内で編集・加筆を施している。
7 『エネルギー基本計画』（経済産業省、2007年３月）、５～11頁。
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重要である。

　 　 地球温暖化問題に関し、国際的に将来枠組みを巡る

議論が活発化してきているなか、京都議定書を締結

していない米国や排出削減義務を負っていない中国

やインド等の開発途上国を含め、全ての主要排出国

による最大限削減努力を促す実効ある枠組みの構築

が不可欠である。

　 　 地球温暖化問題への対応として、エネルギー政策に

よる取組が重要であることが国際的に認識されつつ

ある。日本は省エネルギーを始め地球温暖化問題の

解決に資する世界最先端の技術を有しており、国内

対策のみならず、実効ある国際的な枠組みの構築に

積極的に協力・貢献する必要性が一層高まっている。

⒝　基本方針

　 　 省エネルギーを通じ、出来る限り効用を変えない範

囲で最大限のエネルギー消費量の抑制を図る。

　 　 原子力発電は、供給安定性に優れ、且つ発電過程に

おいて二酸化炭素を排出しないクリーンなエネル

ギー源であり、エネルギー安全保障の確立と地球温

暖化問題との一体的な解決を図る上で要となる。

　 　 化石燃料への依存度を可能な限り下げていくことが

重要であるという視点から、太陽光、風力、バイオ

マス等の再生可能エネルギーの開発・利用や、中長

期的な化石燃料に依存しない水素エネルギー開発の

取組を進める。

　 　 化石燃料の中では、二酸化炭素排出量のより少ない

エネルギー、特にガス体エネルギーへの転換を進め

る。石油や石炭等について、燃料自体のクリーン化

を進める一方、発電効率の向上等、より効率の高い

利用技術の開発・導入を進め、二酸化炭素の排出を

抑制する。

　 　 地球温暖化問題に係わる2013年以降の枠組みに関す

る議論にエネルギー政策の観点から積極的に参画

し、米国や中国、インドなど全ての主要排出国によ

る最大限の削減努力を促す実効ある枠組みの構築を

目指す方向に議論を主導していく。

　 　 京都議定書を補完する様々な多国間の取組に対して

積極的に協力・貢献することにより、エネルギー問

題と環境問題の一体的解決を図り、持続可能な成長

基盤を確立する。

市場原理の活用

⒜　現状認識

　 　 エネルギー市場の自由化等の市場原理の活用は、①

エネルギー需要家における選択肢の拡大、②エネル

ギー価格の低減を通じ、国民生活の向上や熾烈な国

際競争にさらされている産業の競争力強化、③エネ

ルギー産業における効率的経営の促進－といったエ

ネルギー産業自体の体質強化につながる。

　 　 エネルギーに関しては、①供給インフラの整備に長

時間を要する場合が多いこと、②石油輸出国を始め

国の関与の度合いが強い場合が多いこと、③市場原

理だけに委ねた場合には安定供給面や環境面におい

て問題のあるエネルギー構成になってしまう可能性

があること、④エネルギー消費量が増大する可能性

があること等、「安定供給の確保」や「環境への適合」

という方針に照らし合わせて問題が生じる可能性が

ある。

　 　 昨今のエネルギー価格の上昇と中長期的な高止まり

傾向によって、エネルギー需要が旺盛であるため、

事業者の競争・経営効率化インセンティブが低下し、

市場原理が有効に機能しなくなる恐れがある。

⒝　基本方針

　 　 市場原理を活用する中で、安全の確保をおろそかに

しない。

　 　 これまでの供給サイドの規制改革に止まらず、市場

原理が有効に機能するよう、省エネルギー対策を始

めとする需要面での取組を一層推進することが重要

である。

C. エネルギーの需給に関する施策8

　エネルギー需要対策の推進は、次の通り細分化されてい

る。

⒜　省エネルギー対策の推進と資源節約型の経済・社会構

造の形成

　 　 省エネルギー技術戦略の構築

　 　 セクター別ベンチマークアプローチの導入と初期需

要の積極的創出：民生部門、運輸部門、産業部門の

それぞれにおける対策を講じる。

　 　 部門横断的な施策：

　　 　①国民の省エネルギー意識の高まりに向けた取組；

8 同書、12～50頁。
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②複数の主体間の連携によるエネルギーの有効活用の

推進；③省エネ投資が市場（投資家）から評価される

仕組みの確立；④省エネ型都市・地域の構築。

⒝　多様なエネルギーの開発、導入及び利用

原子力

　 　 「原子力政策基本大綱」（2005年10月閣議決定）を基

本方針として尊重しつつ、安全の確保を大前提に、

核燃料サイクルを含め、原子力発電を将来にわたる

基幹電源として推進する。現行水準以上の原子力発

電比率の中長期的な実現に向けた取組として、電力

自由化が進むなか、原子力発電の新・増設、既設炉

建て替えの実現、既設原子力発電所の適切な活用を

図る。

　 　 また、核燃料サイクルの早期確立とサイクル関連産

業の戦略的強化、高速増殖炉サイクルの早期実用化、

原子力発電拡大と核不拡散の両立に向けた国際的な

枠組み作りへの積極的関与、次世代を支える技術開

発・人材育成、日本の原子力産業の国際展開支援、

放射性廃棄物対策の着実な推進－に重点を置き、原

子力の安全確保と安心の醸成に努める。

運輸部門

　 　 燃料のほぼ100％を石油に依存しており、エネルギー

需要構造の中で最も脆弱性が高い。その対策として、

バイオマス由来燃料やGTL等の新燃料の導入に向

けた取組や電気自動車・燃料電池自動車等の開発・

普及に向けた取組を推進する。

新エネルギー

　 　 現時点で出力の不安定性やコスト面での課題がある

が、地球温暖化対策に資することや化石燃料に比べ

資源制約が少ない等の長所に着目し、コスト低減等

のための技術開発を積極的に行いつつ導入する。

　 　 再生可能エネルギーのうち、太陽光、風力、バイオ

マス等を特に導入すべき新エネルギーと位置づけ、

重点的に支援を行う。

ガス体エネルギー

　 　 将来的に、世界的なLNG需要の増大が予測される

ため、安定的な供給を確保するために、官民一体で

ガス資源産出国との総合的な関係強化や、供給源の

多様化等に努め、産出国との交渉力の強化を図る。

石　炭

　 　 日本は現在、石炭のほぼ全量を輸入しているが、石

炭は可採埋蔵量が豊富、且つ世界中に幅広く分布し

ている等、他の化石燃料に比べ、供給安定性が高く、

経済性に優れる。但し、石炭は環境面での制約が多

いため、さらに環境適合的な石炭利用の拡大を目指

したクリーン・コール・テクノロジーの開発・普及

を従来以上に推進する。

　 　 アジアの産炭国に対し、日本の優れた石炭液化技術

の普及を図り、石油代替を促進する。

エネルギー需給構造についての長期展望を踏まえた取組

　 　 需要面における省エネルギー、供給面における原子

力の推進等、長期的視野を持って取り組む。

　 　 分散型エネルギーシステムの普及や水素エネルギー

社会の実現を図る。

⒞　石油の安定供給確保等に向けた戦略的・総合的な取組

の強化

資源産出国との総合的な関係強化

　 　 経済界と連携しつつ、首脳・閣僚レベルで資源外交

を積極的に行う。資源産出国に対し、エネルギー分

野の協力に止まらず、経済の多角化・高度化を目指

す資源産出国のニーズも踏まえて、広範な協力を推

進する。

資源開発企業に対する支援を通じた自主開発の推進

　 　 資源外交の積極的な展開と併せ、石油天然ガス・金

属鉱物資源機構（JOGMEC）、国際協力銀行（JBIC；

但し、新政策金融機関に統合後は、当該組織）、日

本貿易保険（NEXI）のリスクテイク機能や、日本

貿易振興機構（JETRO）による産業協力等の機能等、

関係機関が有する機能を総合的・積極的に活用する。

石油供給源の多様化

　 　 中東の産油国等との総合的な関係強化を図る一方、

ロシア、カスピ海周辺地域、アフリカ、中南米、ア

ジア、カナダ等における取組を推進する。

天然ガス調達戦略の強化

　 　 世界的に今後、LNG需要の増加が見込まれるなか、

日本は比較優位を維持していく必要がある。その為、

国内における天然ガスの導入及び利用を推進しつ

つ、日本の比較優位を維持・獲得するために、戦略
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的な技術開発や関連する投資案件の促進を図る。

石炭需給の安定化に向けた取組の強化

　 　 炭鉱開発への協力、生産・保安技術の普及、人材育

成等を通じ、産炭国との関係強化を図る。

　 　 石炭需要が急増するアジア地域の開発途上国に対

し、環境制約の克服と利用効率向上の実現に向けて、

クリーン・コール・テクノロジーの普及に努める。

ウラン資源及びバイオマス由来燃料の開発・輸入に係わる

取組の強化

　 　 世界的に原子力を見直す傾向が強まるなか、ウラン

需給逼迫が懸念されている。日本によるウラン資源

安定供給の確保だけでなく、世界の天然ウラン鉱山

開発を促進するという観点に立ち、日本の民間企業

によるウラン鉱山開発を促進するべく、リスクマ

ネー供給や公的金融等の支援を推進する。

　 　 バイオマス由来燃料の安定供給確保を目指し、バイ

オマス資源の附存量が多い地域において、開発・輸

入可能調査と実施を推進する。

資源確保指針の策定

　 　 日本へのエネルギー資源の安定供給確保を図る上

で、特に重要と考えられる開発権益取得案件や資源

調達案件を支援するための政府全体の指針を策定す

る。

　 　 ODA、政策金融、貿易保険などの経済協力との戦

略的な連携を推進する。

資源獲得能力強化に資する技術開発の推進等

　 　 日本の高度な技術力を活用し、エネルギー資源の獲

得能力を強化するための技術開発を推進すること

は、資源産出国に対し日本の魅力を高めることにな

る。

　 　 エネルギーの効率的利用や新エネルギーの導入が世

界的に進むことは、エネルギー需給の緩和を通じ、

日本の資源確保にもつながる。資源確保という観点

からも、省エネルギーや新エネルギー等のエネル

ギー分野に係わる国際協力を推進する。

石油産業の国際競争力・経営基盤の強化

　 　 開発から精製・流通、更には石油化学に至る収益体

質の抜本的改善を図り、国際的な調達力と国内的な

展開力を持った企業の育成が必要とされている。

　 　 需要が増大するアジア市場への石油製品の輸出や、

それを通じたアジアの需給安定化への貢献も視野に

入れ、日本の石油産業の国際競争力の強化に取り組

む。

　 　 日本のエネルギー安全保障の中核となるのは強い石

油産業であり、バイオマス由来燃料についても、総

合的なエネルギー供給の担い手として、石油産業が

主体的に推進することが期待される。

⒟　エネルギー・環境分野における国際協力の推進

多国間枠組み等を通じたエネルギー・環境協力の推進

　 　 石油・ガス、石炭、省エネルギー、新エネルギー、

原子力等、あらゆる分野において、IEA等の国際機

関やASEAN（東南アジア諸国連合）等の地域枠組、

国際エネルギーフォーラム（IEF）等を含む様々な

多国間の枠組を通じて、エネルギーを巡る政策協調

に向け議論を主導していく。

アジア協力の推進

　 　 世界最高水準のエネルギー利用効率を達成した日本

は、エネルギーの大消費地でありながらエネルギー

利用効率の低いアジアの国々に対し、積極的に省エ

ネルギー協力を推進していく必要がある。

　 　 バイオマスエネルギーに関しては、アジア諸国にお

いて潜在的な導入可能性が高いと考えられる一方、

中長期的には日本に対する供給国化も視野に入れな

がら協力を推進する。

　 　 アジア諸国において十分な環境対策が講じられない

まま、石炭利用が拡大していることを踏まえ、石炭

のクリーン利用技術や石炭液化技術、地下深部にお

ける生産・保安技術の普及に努める。

　 　 石油・LPガス備蓄制度整備や原子力安全確保のた

めの地域的協力枠組の創設等を推進する。

　 　 ２国間協力に止まらず、多国間枠組を通じた地域的

協力を積極的に活用する。

気候変動問題や核不拡散に関する国際的な枠組への協力・

貢献

　 　 京都議定書の第１約束期間が終了する2013年以降に

おける国際枠組の構築に関する議論に積極的に参画

し、米国や中国、インドなどすべての主要排出国に

最大限の削減努力を促す実効ある枠組の構築を目指

す方向に議論を主導していく。

　 　 「気候変動、クリーンエネルギー及び持続可能な開
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発に関するグレンイーグルズ行動計画」（2005年７

月開催G ８サミットで採択）や「クリーン開発と気

候に関するアジア太平洋パートナーシップ」（2005

年７月発足）など、京都議定書を補完する多国間の

取組に対し、積極的な協力・貢献を行い、エネルギー

問題と環境問題の一体的解決を図る。

　 　 新たな国際的な枠組作りの動き－原子力発電拡大と

核不拡散の両立のための「国際原子力エネルギー・

パートナーシップ（GNEP）」構想やIAEAにおいて

提案されている核燃料供給保証に関する構想、原子

力供給国グループ（NSG）による原子力関連資機材・

技術の輸出管理強化－に対し、唯一の被爆国、また

非核兵器の原子力平和利用の模範国として、これま

での経験や技術を最大限に活かして積極的に協力・

貢献する9。

⑵　『新・国家エネルギー戦略』

　上記『エネルギー基本計画』の準備段階で策定された『新・

国家エネルギー戦略』（2006年５月発表）には、同計画の

指針と目的に合う形で具体的な目標値が掲げられている。

　『新・国家エネルギー戦略』においては、第１次石油ショッ

ク（1973年の第四次中東戦争勃発時）および第二次石油

ショック（1979年のイラン革命／1980年のイラン・イラク

戦争勃発時）を含む、1970年代前半～1980年代中葉までの

時期が石油ショックへの対応としての第一の構造変革期と

位置づけられている。それに対し、20世紀末以来、９・11

事件（2001年）や第２次湾岸戦争勃発（2003年）を含め、

原油高傾向が続いているが、『新・国家エネルギー戦略』

では、現在を世界的なエネルギー需給市場の逼迫を背景と

した第二の構造変革期と位置づけている。

　「世界最先端のエネルギー需給構造の実現」、「資源外交、

エネルギー環境協力の総合的強化」、「緊急時対応策の充実」

－という３つの基本的展望が描かれている。目標値を含む

具体的施策は、以下のとおり。

A. 世界最先端のエネルギー需給構造の実現10

⒜　省エネルギーフロントランナー計画

　1970年代の石油ショック以来、日本は30％を超えるエネ

ルギー消費の改善率を実現したが、2030年に向けてさらに

少なくとも30％以上の消費効率改善を目指す。主な具体的

取組としては：

　 　 省エネルギー技術戦略の構築。

　 　 セクター別ベンチマークアプローチ（評価基準）の

導入と初期需要の積極的創出。

　 　 省エネ投資が市場（投資家等）から評価される仕組

みの確立。

　

⒝　運輸エネルギーの次世代化計画

　2030年に向け運輸部門の石油依存度が80％程度になるこ

とを目指し、必要な環境整備を行う。主な具体的取組とし

ては：

　 　 自動車燃費の着実な改善。

　 　 燃料多様化に向けた環境整備。

　 　 バイオマス由来燃料、GTL等新燃料の供給確保。

　 　 電気・燃料電池自動車等の開発・普及促進。

　

⒞　新エネルギーイノベーション計画

　2030年までに例えば以下のような方向性で新エネルギー

の導入拡大を図り、同分野の産業としての自立を目指す。

　　・太陽光発電に要するコストを火力発電並みとする。

　　・ バイオマスエネルギー、風力発電による地産地消型

の取組を推進し、地域におけるエネルギー自給率を

引き上げる。

　　・ 自動車の新車販売の多くをハイブリッド化するとと

もに、電気自動車・燃料電池自動車の導入を促進す

る。

　主な具体的取組としては：

　 　 成長ステージに応じた導入支援措置による「需要」

と「供給」の拡大。

　 　 周辺関連産業や地域との融合を通じた厚みのある

「産業構造」の形成。

　 　 革新的なエネルギー高度利用の促進。

　 　 新エネルギー・ベンチャービジネスに対する支援の

拡大。

⒟　原子力立国計画

　世界最先端のエネルギー需給構造を実現するという観点

から、原子力発電を将来にわたる基幹電源と位置付け、

2030年以降においても発電電力量に占める比率を30～40％

程度以上とすることを目指す。

9 GNEP構想とは、2006年２月に米国が提案した、原子力の平和利用に関し、「核燃料サイクル国」と「核燃料サイクルを持たない原子力発電国」と
いう二分類の国際枠組の構築を目指したものである。
10 『新・国家エネルギー戦略』（経済産業省、2006年５月）29～48頁。
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　また、現在の軽水炉を前提とした核燃料サイクルの着実

な推進、高速増殖炉の早期実用化などの諸課題に計画的か

つ総合的に取り組み、核融合エネルギー技術の研究開発を

促進する。主な具体的取組としては：

　 　 電力自由化環境下での新・増設、既設炉立て替えの

実現。

　 　 現在の軽水炉を前提とした核燃料サイクルの早期確

立。

　 　 高速増殖炉サイクルの早期実用化。

　 　 原子力発電拡大と核不拡散の両立に向けた国際的な

枠組み作りへの積極的関与。

　 　 次世代を支える技術開発、人材育成。

　 　 日本の原子力産業の国際展開支援。

　 　 放射性廃棄物対策の着実な推進。

　 　 品質保証の充実・強化による安全水準高度化のため

の検査制度の見直し。

　 　 高経年化対策、耐震安全対策等の充実。

　 　 国と地方の信頼関係の強化等。

B. 資源外交、エネルギー環境協力の総合的強化11

⒜　総合資源確保戦略

　資源国との総合的な関係強化や資源開発企業に対する支

援の強化等に取り組み、日本の海外における資源開発を戦

略的且つ強力に推進する。日本の原油輸入量に占める日本

企業の権益下にある原油引取量の割合（自主開発比率）を

今後さらに拡大し、2030年までに、引取量ベースで40％程

度とすることを目指すとともに、供給源の多様化を推進す

る。具体的な取組としては：

　 　 資源確保に向けた戦略的・総合的な取組の強化。

　 　 戦略的な資源技術開発の推進。

　 　 天然ガス調達戦略の強化。

　 　 化石エネルギーのクリーンな利用の開拓。

　 　 鉱物資源戦略の強化。

⒝　アジア・エネルギー環境協力戦略

　アジアにおけるエネルギー利用効率の向上に貢献する。

石炭の利用加速化に伴う地球温暖化問題等の環境問題の解

決に貢献するとともに、アジア産炭国の石炭生産の安定化

を図る。さらに、エネルギー需給が逼迫した際に、アジア

諸国を震源地としたパニック行動を防止するため、アジア

における石油の効果的備蓄スキームの確立をめざす。具体

的な取組としては：

　 　 「アジア・省エネルギー・プログラム」に基づく省

エネルギーの推進。

　 　 アジアにおける新エネルギー協力。

　 　 アジアにおける石炭のクリーン利用、生産・保安技

術の普及。

　 　 アジアにおける備蓄制度の構築。

　 　 アジアにおける原子力に関する地域協力の推進。

C. 緊急時対応策の充実12

　 　 製品備蓄導入をはじめとした石油備蓄制度の強化。

　 　 天然ガスに関する緊急時対応体制の整備。

　 　 危機管理におけるエネルギー源横断的な連携強化。

２. 国際協力枠組の萌芽

　エネルギー安全保障に関する懸念が世界的に高まるな

か、消費国は熾烈な資源獲得競争を展開する一方で、次第

に協力の枠組を構築し始めている。消費国同士の過剰な争

いは互いの利益にならず、究極的に供給国の利益に帰する

だけという点が認識されてきた証とも言えよう。

　東アジアの２大国－日本と中国－の間においても、東シ

ナ海のガス田開発を巡る主権・領海線問題や歴史認識問題

等が未解決のままであるにも係わらず、2006年秋の安倍政

権発足以降、エネルギー協力を目指した対話及び実質的な

プロジェクトの立ち上げが急ピッチで進んでいる。また、

中国に次いでエネルギー需要の急増するインドとの間でも

協力関係が強化されつつある。

　日中間のエネルギー協力関係を政治的なインプリケー

ションも含めて補強しつつあるのが、日米同盟のエネル

ギー分野での新展開と言えよう。

　例えば、リチャード・アーミテージ元米国国務副長官と

ジョセフ・ナイ元国務次官補が共同執筆し2007年２月に戦

略 国 際 問 題 セ ン タ ー（Center for Strategic and 

International Studies）が発表したレポート『日米同盟－

2020年：アジアの望ましいあり方への展望』は、以下のよ

うに提言している13。

　「米国、日本およびその他は、エネルギー・原材料をめ

ぐる需要急増の影響をさらに受けていくことになろう。そ

の影響の幾つかは、外国原油の高騰や環境破壊の増大、係

11 同書、49～59頁。
12 同書、60～61頁。
13 The U.S.-Japan Alliance: Getting Asia through 2020, p. ４.
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争中の領海線を巡る争いといった否定的な結果になり易

い。しかし、エネルギー効率やクリーン・コール・テクノ

ロジー、原子力という分野において新たな［協力の］機会

を提供しているとも言えよう。また、中国の対外世界への

依存度の高まりは、米国及びその友好諸国に外交政策上の

好機を与えているのだ。」

　他方、２国間レベルでの関係発展を「包み込む」形で多

国間レベルの協力枠組が多重に形成されつつある点が特筆

されよう。

⑴　２国間レベル14

A. 日中エネルギー協力15

　2006年12月、甘利明経済産業大臣が「５カ国エネルギー

大臣会合（下記参照）」出席のため北京を訪問した際、同

大臣と馬凱国家発展改革委員会主任は別途２国間会談をも

ち、両国の官民が参加してビジネスベースでの協力推進を

めざし、省エネ・環境分野のモデルプロジェクトを実施し

ていくことについて覚書に署名した16。

　2007年４月には、第１回日中エネルギー閣僚政策対話が

東京で行われ、「日中間のエネルギー分野における協力強

化に関する日本国経済産業省及び中華人民共和国国家発展

改革委員会との間の共同声明」が発表された。そこでは、

両国の官民を上げたエネルギー分野の協力が双方のみなら

ず、東アジアひいては世界のエネルギー安全保障に貢献す

るという点で共通認識を得た旨謳われている。同声明にお

いては、日本が世界最先端の省エネ技術を保有し、エネル

ギー利用効率が世界トップレベルにあるのに対し、中国は

省エネルギーをエネルギー安全保障、経済発展、環境保全

の基本政策としている点が指摘された。日本が中国の省エ

ネルギー推進に協力する意思のあることが強調されてい

る。その他、石炭のクリーン利用技術、原子力発電の建設

と安全な運転、新エネルギー・再生可能エネルギーの開発・

利用等を巡る協力について合意に達した。さらに、多国間

の枠組において、エネルギー安全保障及びエネルギー効率

化の推進に向けて協力を強化する旨明記された。

B. 日印エネルギー協力17

　2005年４月にニューデリーで開催された日印首脳会談の

際、両国は石油・天然ガス政策対話の設置について合意し

ており、同年９月に中川昭一経済産業大臣とアイヤール石

油天然ガス大臣が会談した際に発表された共同声明では、

第３国における探鉱開発、石油備蓄、アジア石油市場の共

同研究、メタンハイドレート、省エネルギー、水素エネル

ギー－という６分野に関する協力についての議論を推進し

ていくことが記された。

　2006年12月、マンモハン・シン・インド首相が訪日した

際の日印サミットでは、省エネ分野等、エネルギー分野に

おける包括的な協力を謳う「日印戦略的グローバル・パー

トナーシップ」に向けた共同声明が発表され、閣僚級の「日

印エネルギー対話」の創設について合意に達した。

　2007年４月には、日印間の定期的な閣僚級エネルギー政

策対話として「日印エネルギー対話」の第１回が東京で開

催され、エネルギーインフラの整備や省エネルギー対策の

推進、エネルギー安全保障に関する多国間枠組における連

携等に関し、共通認識が示された。電力・発電、省エネル

ギー、石炭、再生可能エネルギー、石油・天然ガス－とい

う５分野の協力推進を目指したワーキンググループが設置

された。

C. 日米エネルギー協力18

　2007年１月、甘利経済産業大臣とボドマン・エネルギー

長官がワシントンで会談した際、合意文書「エネルギー安

全保障に向けた日米協力」が発表された。そこでは、エネ

ルギー効率の向上、クリーン・コール・テクノロジー、原

子力、再生可能エネルギー等のクリーンな代替エネルギー

をより一層活用したエネルギー源の多様化、エネルギー生

産国における投資環境の改善、新興消費国の取り組み――

が日米両国のエネルギー安全保障の強化と気候変動問題へ

の対処のために不可欠であるとの認識が明記された。

　特に、原子力に関しては、民生用原子力アクションプラ

ンの共同作成、そしてクリーン・コール・テクノロジー開

発の促進については、世界初の有害物質を排出しない石炭

火力発電所建設に向けて米国が主導する“Future Gen”

14 本稿で取り上げる２国間関係以外にも、日本はインドネシアやベトナムを含むアジア諸国とのエネルギー協力関係の強化を様々な形で推進してい
る。<http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-a airs/index3.htm>.
15 <http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-a airs/data/japan-china.pdf >.
16 それに先立つ2006年５月、日中関係閣僚及び企業関係者約850名が集まり、省エネ・環境分野における政策や経験、技術等に関する意見交換の場
として、東京で第１回「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」が開催された。第２回目は2007年９月に北京で開催予定。
17 <http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-a airs/data/Japan-India.pdf>.
18 <http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-a airs/data/J-US.pdf >.
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プロジェクトへの日本政府の積極的参画が記されている。

　国際協力枠組の構築に向けた日米の政策協調として、エ

ネルギー生産国における投資環境の改善に関し、上流分野

での外国投資がエネルギー消費国と生産国の双方にとり有

益であるとの理解を促進する必要性が課題の１つとなっ

た。新興消費国の取り組みについては、中国及びインドと

の協力を２国間・多国間レベルで強化し、特にエネルギー

効率の改善や戦略石油備蓄を構築する上でのIEAとの連携

を促すという方針で合意している。

⑵　多国間レベル

A. ５カ国エネルギー大臣会合

　2006年12月、中国のイニシャティブの下、米国、中国、

日本、インド、韓国‐という世界のエネルギー消費の約半

分を占める５カ国のエネルギー大臣が初めて北京で一堂に

結集し、以下のような主な骨子を含む、「５カ国エネルギー

大臣会合共同声明」が発表された19。

　 　 我々の共通の挑戦は、十分に信頼できる、また、環

境に配慮した、適正価格によるエネルギーの供給確

保、及び、より効率的なエネルギーの利用である。

　 　 我々の共同の努力は、石油及びその他の国際エネル

ギー市場の安定、世界のエネルギー安全保障を強化

する上で、非常に重要な意義がある。

　 　 我々は、石油価格の変動性の背景には、石油需要の

増加、長期の石油生産能力に対する投資の適切性に

関する懸念、石油余剰生産能力の低さ、精製能力上

のボトルネック、幾つかの石油生産地域における政

治的不安定、市場投機等、複雑かつ多面的な理由が

あると認識する。

　 　 我々は、石油とガスの供給能力増加のため、石油と

ガスの開発・生産における市場原理に基づく投資を

促す。

　 　 新しいエネルギー技術の開発と導入を加速化し、エ

ネルギー効率の改善を促進する政策として、我々の

みならず、世界のエネルギー安全保障の強化に資す

る以下の分野における協力を促進する。

　 　 クリーン・コール、原子力及び再生可能なエネルギー

等の代替エネルギーをより広範に使用し、輸送部門

を含め、エネルギー・ミックスを多様化すること。

　 　 省エネ及びエネルギー効率を改善すること。

　 　 戦略石油備蓄に関する協力を強化すること。

　 　 石油市場の安定強化のために、情報共有を通じて、

市場におけるデータの透明性を向上させること。

　 　 エネルギー効率、代替エネルギー及び輸送部門を含

む５カ国のビジネス部門における広範かつ詳細な協

力を促進すること。

　さらに、以下の措置を通じた、世界のエネルギー安全保

障の強化が謳われている。

　 　 エネルギー・サプライチェーン全体、特に石油及び

ガスの炭鉱・開発における投資を促進するような、

透明で効果的な法的・規制的枠組を含む開放的、且

つ透明で効率的・競争的なエネルギー市場。

　 　 エネルギー需給とエネルギー源の多様化。

　 　 環境にとり持続可能なエネルギー技術の開発・導入

及び省エネとエネルギー効率の推進。

　 　 戦略石油備蓄を通じたエネルギー緊急時における協

調的対応。

　 　 重要なエネルギー施設及び石油とガスの海上輸送路

の保全。

　 　 市場に提供されるエネルギー・データの質と迅速性

の改善。

B. 東アジア・サミット

　2007年１月、フィリピンのセブに東南アジア諸国連合

（ASEAN）加盟国、中国、インド、日本、韓国、オース

トラリア、ニュージーランドの首脳が集まり第２回東アジ

ア・サミットが開催された際、「東アジアのエネルギー安

全保障に関するセブ宣言」が発表された20。そこで示され

た主な共通認識は、次のとおり21。

　 　 エネルギー需要の急増を背景に、今後数十年間に大

規模なエネルギー投資が必要になること。

　 　 化石燃料が近未来において、我々の経済を支える変

わらぬ現実であること。

　 　 再生可能エネルギー及び原子力が世界のエネルギー

需要に占める割合が上昇していくであろうこと。

　 　 バイオ燃料のような再生可能エネルギーの開発を強

化し、エネルギー部門その他関連産業における開か

れた貿易、円滑化及び協力を促進する必要性がある

19 <http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-a airs/data/ ５energy_minister.pdf>.
20 2005年12月にマレーシアで開催された第１回東アジアサミットで発表された「クアラルンプール宣言」の中で謳われたエネルギー分野における協
力の必要性がより具体的な形で取り上げられ始めたと言えよう。
21 <http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-a airs/data/CEBU_Japanese.pdf >.
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こと。

　そして提案された主な措置は、以下のとおり。

　 　 化石燃料の経済的利用の継続を可能にする一方、ク

リーンで低排出の技術を促進する。

　 　 エネルギー効率化及び省エネルギー計画の強化を通

じ、国際協力を推進する。

　 　 エネルギー効率改善のため、各国別目標及び行動計

画を自主的に策定する。

　 　 バイオ燃料の研究・開発を含め、新エネルギー及び

再生可能エネルギーの資源と技術の探求の強化を目

指した、共同努力を奨励する。

　 　 ASEAN電力網やASEAN縦断パイプラインのような

地域のエネルギーインフラへの投資を通じ、安定し

たエネルギー供給を確保する。

　 　 各国別計画、多国間又は地域の自主的もしくは商業

的取り決めといった、戦略的燃料備蓄のあり得べき

形態を探求する。

　 　 石炭のクリーンな利用等、気候変動緩和に向けた国

際環境協力を促進する。

C. 「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナー

シップ（APP）」

　2005年７月、米国による主唱のもと立ち上げられたAPP

（参加国：日本、中国、インド、韓国、米国、オーストラ

リアの６カ国）は、2006年１月にシドニーで第１回閣僚会

合を開催し、APP憲章を採択した。同憲章では、パートナー

シップの目的の１つとして、クリーン開発の目標に向け、

相互に関連のある、開発・エネルギー・環境・気候変動問

題に取り組むパートナーの政策手法を調査し、各国の開発

及びエネルギー戦略の発展・実施における経験を共有する

ためにフォーラムを用意することが謳われている22。APP

は、気候変動枠組条約（UNFCCC）や京都議定書その他

の国際的手段を補完するものとして位置づけられている

が、「クリーン開発と気候」という切り口から入り、エネ

ルギーの効率的利用や省エネの相互促進を通じた、まさに

エネルギー協力を促進するものと解釈し得る。

　APPにおいては、８つの部門別タスクフォース（①よ

りクリーンな化石エネルギー、②再生可能エネルギーと分

散型電源、③発電及び送電、④鉄鋼、⑤アルミニウム、⑥

セメント、⑦石炭鉱業、⑧建物及び電気機器）が設置され、

作業計画が策定されている。

３. 最新動向のまとめと課題

⑴　国際協力のきっかけとしてのエネルギー安全保障問

題23

　繰り返すまでもなく日本は資源小国であるが、以上のよ

うな世界的な共通課題を前にして、弱点をバネに国際エネ

ルギー市場への脆弱性を相当程度克服することに成功して

きた。だからといって、資源小国であることの潜在的脆弱

性が完全に克服されるわけでは決してない以上、国際エネ

ルギー市場の安定化を積極的に図り、それを実現していく

ことで、日本のエネルギー安全保障が一層強化されること

になる。

　今日、アジア太平洋の消費国サイドにおいて、急速に連

携の気運が高まりつつある。省エネルギーやエネルギーの

効率的利用、石油代替燃料開発の促進を含むエネルギー源

の多様化、環境問題とエネルギー安全保障問題の同時解決

に向けた模索等、共通目的・利益は多い。無論、資源獲得

競争が止むわけではなく、日中関係や日韓関係に顕著なよ

うに、いわゆる「歴史解釈問題」は依然として燻り続け、

政治的対立の火種も少なからず残されている。ところがエ

ネルギー需給のタイト化や油価高騰を背景とする現在、皮

肉にも、国家安全保障の核心の１つであるはずの、まさに

エネルギー問題をめぐって、協力に向けた動きが多角的に

加速化しつつあることは特筆に値しよう。換言するならば、

例えば、甘利経済産業大臣が2006年12月の北京訪問時にい

みじくも「２国間の協力は、供給国を優位にさせ不確実性

を高めるような競争よりも望ましい」と発言したとおり
24、消費国サイドで展開する「ゼロサム・ゲーム」は、各

国の供給国サイドに対する交渉力を弱めるというロジック

が徐々に共通認識されつつあると言えよう。つまり、供給

国サイドがエネルギーを「武器」とした資源外交を展開す

ればするほど、消費国サイドは政策協調の機会が広がるこ

とになる。

⑵　米国関与の重要性

　アジア太平洋のエネルギー安全保障を確立していく上で

は、「省エネ大国」である日本と「エネルギー消費大国」

22 <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/pdfs/clean_kensho.pdf>.
23 国際政治学上の理論的枠組の適用性については、拙稿 "China's Surging Energy Demand: Trigger for Confl ict with Japan or the Emergence of 
an Energy-Environment Regime in the Asia-Paci c?", paper presented at 2007 International Studies Association Annual Conference, in Chicago 
on １ March 2007（近刊）。
24 "Japan and China Pledge Energy Dialogue," International Herald Tribune, 17 December 2006.
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である中国の協力関係の帰趨が、１つの決定的な鍵を握っ

ている。これら東アジアの２大国がいかに一層の経済的相

互依存を深めようとも、直線的に協力関係が進展すると仮

定するのは余りにも早計であろう。しかしながら、エネル

ギー分野において、米国が新しい国際枠組の構築を通じて

地域関与を積極化させており、日中間における１つの「緩

衝装置（shock absorber）」としての役割を担いつつある

点は重要だ。つまり、米国をして、日中関係の極度の悪化

は、究極的に自国のエネルギー安全保障にとってマイナス

である点を重視し始めていると言えよう。

　日本と中国にとり、米国関与の重要性は、単に米国が世

界最大のエネルギー消費国であることや、両者間の仲介役

を果し得る点に止まらない。例えば、マラッカ海峡や台湾

海峡の通過問題を含む石油・天然ガスの海上輸送問題や原

子力技術の国際的伝播等、本格的にエネルギー安全保障問

題に取り組む際、経済イシューのみに絞って議論すること

が不可能であり、軍事問題さえ関係してくる以上、日本と

中国に加え、米国の積極的参加なしのエネルギー安全保障

問題の解決は現実性を帯びない。

　これら３国によるエネルギー協力に先立ち、日本、韓国、

中国を含む、ASEAN+ ３の枠組内でエネルギー協力の緊

急性が強調され始め、それが発展する形で今日の東アジア・

サミットの枠組における政策協調の流れに繋がってきた。

一方、米国を含む５カ国エネルギー大臣会合の発足・制度

化は、アジア太平洋におけるエネルギー消費国サイドの政

策協調を図る上で、ASEAN主導のエネルギー協力の試み

を補強する形となっている。

　日米中３国による政策協調の枠組に、中国に次ぐエネル

ギー消費の増大率が予測されるインドも含まれつつある点

も肯定的傾向と評価してよいだろう。

⑶　消費国連携のチャンスとロシア

　今日、ロシアはアジア太平洋のエネルギー市場への進出

を積極化させようとしている。『2020年までのロシア・エ

ネルギー戦略』（2003年８月公布）では、アジア太平洋が

ロシアの原油輸出先の中で占める割合を21世紀初頭時点の

３％から2020年までに30％、天然ガスについても同様に

15％まで拡大する展望が明記された。モスクワは現在、ア

ジア太平洋への原油・天然ガス輸出拡大を１つの「交渉カー

ド」として、価格交渉面で優位に立つことと外交的プレゼ

ンス拡大の双方を目的として、欧州諸国に対し揺さぶりを

かけている。

　他方、ロシアのアジア太平洋エネルギー市場に向けた進

出に関しては潜在性が高いにも係わらず、その規模と安定

した供給者としての役割を果し得る時期に関し、現時点で

不確実性が高い。原油や天然ガスの安定的な生産量や輸出

量の確保、またそれに先立つ埋蔵量の確認状況についても、

資源ナショナリズムを背景とした極力外資を排除していく

方針の下、暗雲が漂い始めている25。

　ロシアのアジアにおける２国間レベルのエネルギー協力

は、対中・対日関係のどちらをとってみても、未だに成熟

した関係を築けていない26。日ロ間や中ロ間において、エ

ネルギー対話が続けられつつも、実質的には一進一退状態

だ。今では、世界の注目を集めてきた太平洋パイプライン

を巡る日本と中国の「奪い合い」も、東シベリア油田開発

自体の遅滞化等を背景に、少しずつ熱が冷めつつあると言

えよう。

　多国間協力の枠組に関し、ロシアが参加するアジア太平

洋経済会議（APEC）の枠組内でのエネルギー大臣会合は、

以上に触れた全ての国際枠組と比べて、活動が活発化して

おらず、実質的・具体的な機能を何ら果していない。つま

り、APECは扱うイシューの分野が非常に広範多岐にわ

たっており、ロシアとのエネルギー対話は余りにも特定過

ぎる次元の問題でしかない。「EU－ロシア・エネルギー対

話」のような、ロシアとエネルギー産消国対話を政府レベ

ルで推進する多国間枠組がアジア太平洋には欠如してい

る。

　無論、昨今のEU諸国が対ロ・エネルギー政策上、実質

的に足並みを乱しており、例えば、ドイツがロシアとの２

国間エネルギー関係の強化を独自に加速化しようとしてい

ることは周知の通りだ。その背景として、ロシアからはヨー

ロッパ諸国にパイプラインで石油や天然ガスが輸出されて

おり、今日EU全体としての対ロ依存度は、石油・天然ガ

ス共に25％以上に達しているという物理的な制約がある。

ドイツに至っては各々20％、35％である27。

　翻って、逆に、アジア太平洋諸国がロシアとの産消国対

話の制度化を目指して政策協調しようとする場合、物理的

にEUと同じような所与の条件に左右されず、かなり白紙

25 詳細については、拙稿「岐路に立つ太平洋パイプライン構想－第二部：プロジェクトの実現性と北東アジア地域協力に向けた課題」、ERINA 
Report, vol.73, 2007, 31～41頁。
26 詳細については、拙稿「中ロエネルギー協力関係―戦略的パートナーシップと相互不信のジレンマ」、木村汎他編『アジアに接近するロシア―そ
の実態と意味』（北海道大学出版会、2007年）、98～117頁。
27 International Herald Tribune, ９ January 2007.
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に近い状態からスタート出来よう。目下、ロシアからアジ

ア太平洋に向けたエネルギー資源の輸出は端緒についたば

かりである。例えば、サハリン産天然ガスの対日輸出計画

や西シベリア産原油の対中輸出にしても、現時点で日本や

中国のエネルギー安全保障を死活的に脅かす規模には至っ

ていない28。即ち、アジア太平洋諸国は、同地域への供給

者としてのロシアの役割に対し、今から長期的観点に立脚

して政策協調を図れば良い。消費国サイドが足並みを揃え

ながらロシアと向き合うことは、アジア太平洋の将来的な

エネルギー消費市場を安定させ、予測可能性を向上させる

という点で、供給国にとっても有益なはずだ。

　さらに、西シベリアの原油・天然ガス生産の増産率が今

後次第に頭打ちになり始めることが予測されている今日、

ロシアは、東シベリアの資源開発を急がざるを得ない以上、

アジア太平洋諸国との協力関係の構築は重要性が高まろう

とも、逆流させることは出来ない。広大な永久凍土地帯に

眠り、実質的な地質探査は１年のうち半分にも満たず、多

大な開発リスクを伴い、開発コストは西シベリアの数倍と

も試算される、東シベリアの油田・ガス田開発を商業ベー

スで推進していくには、莫大な外資を招致せざるを得ない

のがロシアの実状だ。

　ロシアに対し、埋蔵量データの透明性や投資スキームの

構築に係わる外資保護の法整備等、アジア太平洋諸国は連

携して求めるべきであろう。これらの点は、2006年７月に

ロシア自らが主宰したG ８サンクトペテルブルク・サミッ

トの際に発表された、世界のエネルギー安全保障を目指す

『サンクトペテルブルク行動計画』において謳われた、「世

界のエネルギー市場の透明性、予見可能性及び安定性の向

上」及び「エネルギー分野における投資環境の改善」の原

則・目的にも合致する29。しかし、その後ロシアのエネル

ギー市場を巡る投資環境や透明性は改善し始めたとは言え

ず、むしろ逆行する傾向さえ見えている。

　東シベリアの油田・ガス田開発は、膨大な可能性とリス

クが表裏一体である以上、投資リスクの合理的分散を目指

した、消費国間及び産消国間の両面における率直な意見交

換枠組みの構築が必要である。

　最近、上流開発におけるリスク分散を目指した、アジア

消費国間における連携の動きが相次いでいることに着目し

ておきたい。2006年１月、中国石油天然気総公司（CNPC）

とインド国営石油ガス会社（ONGC）が油田・ガス田の探

鉱・開発に関する協力に合意した。同年11月には、中国海

洋石油総公司（CNOOC）と韓国ガス公社（Kogas）が天

然ガス開発の分野等における協力推進の覚書に調印。2007

年３月には、CNPCは韓国石油公社（KNOC）と探鉱開発

に関する協力について基本的合意に達した。他方、同年４

月に温家宝中国首相及び馬凱国家改革発展委員会主任が訪

日した際には、新日本石油（ENEOS）とCNPCが資源開

発を含む長期協力に関する覚書を締結している。日本とイ

ンドの間においても、第３国における探鉱開発において協

力していくことで基本的に合意している点は、本稿第２節

で見たとおりである。

　2007年５月、サウジアラビアの招待により、リヤドで第

２回アジア・エネルギー大臣円卓会議が開催され、日本も

共催国となった。同会議で発表された共同声明の中に含ま

れた以下の点は、ロシアとのマルチな産消国間対話を構築

していく上でも示唆に富んでいる30。

　 　 アジアのエネルギー輸出国・輸入国間の協力・協調

を２国間関係、地域間関係、国際関係において強化

し、IEA、IEF、OPEC（石油輸出国機構）等の国

際機関が対話及び協力の推進に参加することを促

す。

　 　 エネルギー市場の安定性及び予見性を確保する努力

を継続し、生産国・消費国双方の、さらには、上流・

中間・下流の全ての部門のエネルギー・バリュー

チェーンにおける余剰能力の確保を目指す。

　 　 自由で、競争的で、且つ透明性の高い石油・ガス市

場の構築を目指し、不確実性や不安定さを軽減する。

　 　 経済原則に則った自由な国際市場は様々なエネル

ギー資源の基盤であるとの認識に基づき、安定性及

び透明性の高い市場の維持に努める。

　 　 エネルギー市場をどのような不確実な政治的影響か

らも切り離すように努める。

　『2020年までのロシア・エネルギー戦略』では、まさに

第１パラグラフにおいて次のように明記されている31。

　　 「ロシアは豊富なエネルギー資源と、経済開発や国内・

28 エネルギーを「武器」としてアジア太平洋における地政学的プレゼンスの強化を図るロシアの意図が次第に骨抜き化されつつあるという議論につ
いては、拙稿 "Russia's Energy Diplomacy toward the Asia-Pacific: Is Moscow's Ambition Dashed? ", paper presented at 2007 Summer 
International Symposium, Slavic Research Center, Hokkaido University, in Sapporo on 4 July 2007（近刊）。
29 <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/saintpetersburg06/01.html>.
30 <http://www.enecho.meti.go.jp/policy/international-a airs/data/Energy％ 20Roundtable_J.pdf >.
31 Energeticheskaia strategiia Rossii na period do 2020goda. <http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1>.
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外交政策を展開する基礎となる燃料エネルギー部門の

可能性を有している。世界のエネルギー市場における

同国の役割は、その地政学的影響を決定づける（筆者

によるアンダーライン）」。

　つまり、ロシアはエネルギー資源を事実上、外交上の「武

器」として扱うことを公言した上で、消費国との関係を築

こうとしている点に留意したい。

　他方、日本の『エネルギー基本計画』の中では、資源開

発企業に対する支援を通じた自主開発の推進の一環とし

て、例えば、次の点が記されている32。

　　 「ロシアのシベリア・極東の資源開発及びロシア太平

洋岸まで輸送する『東シベリア－太平洋』パイプライ

ンプロジェクト等、我が国の原油の中東依存度の大幅

な引き下げに資する戦略的な重要プロジェクトについ

ては、我が国の利益に適う形で実現されるようその推

進を図る（筆者によるアンダーライン）」。

　日本が「我が国の利益に適う形で」対ロ・エネルギー協

力を図るのだとすれば、やみくもな形で不必要な上流開発

リスク等を背負うことなく、まず、本節で整理したアジア

太平洋における消費国連携の肯定的傾向と可能性を熟慮す

ることが先決であろう。

32 『エネルギー基本計画』、 42頁。


